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「
白
石
市
民
バ
ス
」
の
運
行
を
準
備
し
て
い
ま
す

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

高
齢
者
無
料
バ
ス
乗
車
証
の
更
新
手
続
き
を
始
め
ま
す

■
昨
年
家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
へ

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
方
に
課
税
し
て
い
ま
す
。

平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、
家
屋
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊
し
て
い
る

場
合
（
登
記
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
）

や
、
売
買
や
相
続
な
ど
で
所
有
者
に
変

更
が
生
じ
た
と
き
、
店
舗
を
住
宅
や
倉

庫
に
、住
宅
用
地
か
ら
駐
車
場
に
な
ど
、

建
物
・
土
地
の
用
途
を
変
更
し
た
際

は
、税
務
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

■
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
し
ま
す

平
成
17
年
度
の
「
土
地
価
格
等
縦
覧

帳
簿
」（
所
在
・
地
番
・
地
目
・
地

籍
・
価
格
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）
お

よ
び
「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」（
所

在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・
床
面

積
・
価
格
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）を
、

新
潟
県
中
越
地
震
（
大
震
災
）
に
係

る
災
害
義
援
金
を
、
日
本
赤
十
字
社
本

社
ま
た
は
新
潟
県
支
部
が
開
設
し
て
い

る
受
付
専
用
口
座
（
郵
便
振
替
口
座
・

銀
行
口
座
）
に
寄
附
さ
れ
た
場
合
、
お

手
元
の
振
替
用
紙
控
え
（
郵
便
振
替
払

込
金
受
領
証
ま
た
は
振
込
金
受
取
書
）

を
、
税
制
優
遇
措
置
を
受
け
る
た
め
の

受
領
書
に
代
え
て
確
定
申
告
な
ど
に
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら
５
月
31
日（
土
・
日
曜
、

祝
日
を
除
く
）
ま
で
縦
覧
し
ま
す
。

M
税
務
課
固
定
資
産
税
係
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１
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１
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■
軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
・
農
機
具
な
ど

の
廃
車
手
続
き
は
３
月
中
に
！

現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
軽
自
動

車
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
、
３
月
ま
で

に
「
廃
車
」
の
手
続
き
を
さ
れ
れ
ば
、

17
年
度
か
ら
税
金
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
先

・
原
付
バ
イ
ク
・
農
機
具
な
ど

市
税
務
課
　
0
２
２
―
１
３
１
３

・
軽
自
動
車
・
軽
二
輪
な
ど

宮
城
県
軽
自
動
車
協
会

0
０
２
２
―
２
３
２
―
５
７
２
４

・
二
輪
小
型
自
動
車

東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局

0
０
２
２
―
２
３
５
―
２
５
１
１

収
割
引
制
度
を
ご
利
用
の
方
は
、
①
国

民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
（
年
金
手

帳
）
②
預
金
通
帳
③
通
帳
届
出
印
を
お

持
ち
の
上
、
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
で

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0
０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

■
対
象
口
座
を
持
つ
金
融
機
関

○
日
本
赤
十
字
社
本
社
開
設
分

郵
便
局
、
み
ず
ほ
銀
行
新
橋
中
央
支
店

○
同
社
新
潟
県
支
部
開
設
分

郵
便
局
、
第
四
銀
行
白
山
支
店
、
北
越

銀
行
田
町
支
店
、
大
光
銀
行
学
校
町
支

店
、
新
潟
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合

会
本
店

M
日
赤
白
石
市
地
区

0
２
２
―
１
４
０
０

　は問い合わせ先です�

市
で
は
、
満
70
歳
以
上
の
方
々
に
宮

交
仙
南
バ
ス
の
無
料
乗
車
証
を
交
付
し

て
い
ま
す
が
、

「
市
民
バ
ス
」
の
運
行
に
伴
い
、
４

月
か
ら
利
用
で
き
る
宮
交
仙
南
バ
ス
路

線
は
、
青
根
線
・
永
野
線
・
七
ヶ
宿
線

の
３
路
線
だ
け
と
な
り
、
制
度
や
内
容

も
変
わ
り
ま
す
。
17
年
度
は
、
こ
の
３

路
線
を
利
用
さ
れ
る
方
の
み
更
新
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
70
歳
以
上
の
方
が
市
民
バ
ス

を
利
用
す
る
際
は
、
無
料
乗
車
証
は
必

要
な
く
、
年
齢
が
分
か
る
も
の
を
提
示

す
る
だ
け
で
無
料
で
乗
車
で
き
ま
す
。

■「
無
料
乗
車
証
」
更
新
手
続
き
に

必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
現
在
使
用
し
て
い
る
乗
車
証（
緑
色
）

※
指
定
の
日
に
手
続
き
で
き
な
か
っ
た

方
は
、
市
庁
舎
１
階
市
民
課
総
合
窓
口

と
福
祉
事
務
所
で
３
月
22
日
以
降
に
受

け
付
け
を
し
ま
す
。
今
回
か
ら
、
指
定

日
以
降
に
各
公
民
館
で
申
請
・
更
新
手

続
き
を
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
新
し
い
乗
車
証
の
利
用
期
間

乗
車
証
を
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
平
成

18
年
３
月
31
日
ま
で
。

◎
平
成
17
年
度
中
（
平
成
17
年
４
月
以

降
）
に
満
70
歳
に
な
ら
れ
る
方
も
誕
生

日
以
降
、
随
時
申
請
で
き
ま
す
。

M
福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係
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市
で
は
、在
宅
の
寝
た
き
り
の
方
や
、

何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
外
出
不
可
能
で

今
年
度
の
基
本
健
康
診
査
を
受
け
て
い

な
い
方
を
対
象
に
、
申
し
出
に
よ
り
ご

自
宅
に
訪
問
し
て
、
無
料
で
基
本
健
康

診
査
と
同
じ
健
康
診
査
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
者

市
内
に
お
住
ま
い
の
40
歳

以
上
（
昭
和
40
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
）
で
、
在
宅
の
寝
た
き
り
の

方
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
で
、
定
期

的
に
内
科
診
察
を
受
け
て
い
な
い
方
。

●
診
査
実
施
日

３
月
18
日（
金
）

●
検
査
項
目

問
診
、
血
圧
測
定
、
検

尿
、
血
液
検
査
（
脂
質
、
肝
機
能
、
血

糖
、
腎
機
能
な
ど
）、
心
電
図
検
査

●
申
し
込
み
定
員

10
名

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
推
進
課
　
0
２
２
―
１
３
６
２

３
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
春
の
火
災

予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
空
気
が
乾
燥

し
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
と
な
り

ま
す
。
屋
外
で
の
火
の
取
り
扱
い
に
は

十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

■
サ
イ
レ
ン
が
聞
こ
え
た
ら
、
消
防
テ

レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
を
！

0
０
１
８
０
―
９
９
２
―
１
２
３

携
帯
電
話
か
ら
も
利
用
可
能
で
す
。

白
石
消
防
署
　
0
２
５
―
２
２
５
９

寝
た
き
り
の
方
な
ど
に

訪
問
健
康
診
査
を
行
い
ま
す

春
の
火
災
予
防
運
動
始
ま
る
！

■
異
動
の
時
期
は

国
民
年
金
の
届
け
出
の
時
期
で
す

国
民
年
金
は
、
国
内
に
住
所
が
あ
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
が

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
第
１
号
被
保
険
者
…
自
営
業
者
、
農

業
従
事
者
、
学
生
な
ど
の
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方

●
第
２
号
被
保
険
者
…
厚
生
年
金
保
険

（
共
済
組
合
）
に
加
入
し
て
い
る
会
社

員
（
公
務
員
）
の
方

●
第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
配
偶
者

■
加
入
の
仕
方
（
種
別
）
が
変
更
に

な
る
場
合
は
届
け
出
を
！

国
民
年
金
は
就
職
、
結
婚
、
退
職
な

ど
の
人
生
の
節
目
に
加
入
の
仕
方
（
種

別
）
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
つ

ど
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
行

わ
な
い
と
、
将
来
の
年
金
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
４
月
か
ら
口
座
振
替

早
収
割
引
制
度
が
始
ま
り
ま
す

こ
れ
ま
で
の
一
括
納
付
割
引
に
加

え
、
各
月
納
付
で
も
、
口
座
振
替
で
翌

月
末
に
引
き
落
と
し
て
い
た
保
険
料
を

当
月
末（
一
カ
月
早
く
）引
き
落
と
す
と

割
引
さ
れ
る
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

割
引
額
は
毎
月
納
付
（
当
月
口
座
振

替
）
一
カ
月
分
あ
た
り
40
円
で
す
。
早

市
で
は
、
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
々

の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
路
線
バ

ス
と
患
者
輸
送
バ
ス
を
統
合
し
た
「
白

石
市
民
バ
ス
」
の
運
行
を
準
備
し
て
い

ま
す
。

■
市
民
バ
ス
の
運
行
概
要

●
開
始
時
期

平
成
17
年
４
月
１
日

●
運
行
日

平
日
（
土
・
日
曜
日
・
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）
※
一
部
の
路

線
は
、
週
１
日
〜
２
日
の
運
行

●
運
賃

１
回
の
乗
車
に
つ
き
１
０
０

円
※
70
歳
以
上
、
中
学
生
以
下
、
障
害

者
の
方
は
無
料
で
す
。

●
車
両
・
路
線
数

５
台
・
７
コ
ー
ス

【
市
民
バ
ス
１
号
車
】

①
福
岡
線
（
路
線
バ
ス「
鎌
先
線
」と
患

者
輸
送
バ
ス
「
福
岡
コ
ー
ス
」
を
統
合
）

【
市
民
バ
ス
２
号
車
】

（
車
両
１
台
に
統
合
）

②
三
本
木
線

路
線
バ
ス「
三
本
木
線
」

③
大
網
線

従
来
の
患
者
輸
送
バ
ス

「
大
網
コ
ー
ス
」

④
白
川
線

従
来
の
患
者
輸
送
バ
ス

「
白
川
コ
ー
ス
」

【
市
民
バ
ス
３
号
車
】

⑤
越
河
線

路
線
バ
ス
「
越
河
線
」

【
市
民
バ
ス
４
号
車
】

⑥
白
角
線

路
線
バ
ス
「
白
角
線
」

【
市
民
バ
ス
５
号
車
】

⑦
大
張
線

路
線
バ
ス
「
大
張
線
」

■
現
在
の
運
行
内
容
と
異
な
る
点

・
乗
車
距
離
に
か
か
わ
ら
ず
１
０
０
円

で
利
用
で
き
ま
す
。

・
ど
の
よ
う
な
利
用
目
的
で
も
乗
車
で

き
ま
す
。

・
市
街
地
や
渋
滞
区
間
を
除
き
、
乗
降

フ
リ
ー
区
間
を
設
定
し
ま
す
。

・
患
者
輸
送
バ
ス
「
越
河
、
斎
川
、
大

平
、
大
鷹
沢
コ
ー
ス
」
は
廃
止
し
ま
す
。

（
患
者
輸
送
バ
ス
「
小
原
コ
ー
ス
」
は
、

こ
れ
ま
で
同
様
、
患
者
輸
送
バ
ス
と
し

て
運
行
し
ま
す
）

※
運
行
経
路
、時
刻
表
な
ど
の
詳
細
は
、

広
報
４
月
号
と
一
緒
に
「
市
民
バ
ス
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
」を
配
付
す
る
予
定
で
す
。

M
振
興
課
　
0
２
２
―
１
３
２
４

高齢者無料バス乗車証更新手続き日程�

場　所� 月  日�曜日� 受付時間�

小原公民館�3月15日�
�

3月16日�

3月17日�

3月18日�

火
�

�

水�

木�

金�

  ９：００～１２：００�

１３：００～１５：００�

  ９：００～１２：００�

１３：００～１５：００�

  ９：００～１２：００�

市庁舎２階�
第２会議室�

福岡公民館�

【国民年金加入の仕方（種別）は3種類】�
変更前� 変更後� どんな場合に？� 届出先など�

第１号�
被保険�
者�

第２号�
被保険�
者�

第３号�
被保�
者�

第２号被保険者�

第３号被保険者�

第１号被保険者�

第３号被保険者�

第１号被保険者�

第２号被保険者�

勤務先が手続きを行います�

配偶者の勤務先へ届け出�
が必要です。�

市の国民年金窓口へ届け�
出が必要です�
配偶者の勤務先へ届け出�
が必要です。�
市の国民年金窓口へ届け�
出が必要です。�
勤務先が手続きを行います�

・就職して、厚生年金保険などに加入した場合�
・厚生年金保険などに加入している会社員な
どと結婚して、扶養されるようになった場合�
・配偶者が就職して厚生年金保険などに加入し、
扶養されるようになった場合�
・会社などを退職して自営業者や無職になっ
た場合�
・会社などを退職して厚生年金保険などに加入
している配偶者に扶養されるようになった場合 �
・配偶者が会社などを退職した場合�
・収入が増えて扶養からはずれた場合�
・就職して、厚生年金保険などに加入した場合�

新
潟
県
中
越
地
震
に
係
る

災
害
義
援
金
を
寄
附
さ
れ
た
皆
様
へ

Ｑ

就
職（
退
職
）を

し
ま
し
た
が
、
国
民

健
康
保
険
の
届
け
出

は
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
よ
い
の
で
す
か
？

Ａ

例
年
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て

は
、
就
職
や
退
職
に
よ
る
国
民
健
康
保

険
か
ら
社
会
保
険
へ
の
加
入
、
ま
た
は

社
会
保
険
か
ら
国
民
健
康
保
険
へ
の
加

入
と
い
っ
た
異
動
が
多
い
時
期
で
す
。

異
動
が
生
じ
た
時
に
は
、
14
日
以
内

に
市
民
課
の
窓
口
で
国
民
健
康
保
険
の

異
動
手
続
き
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
け

出
は
自
動
的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の

で
、早
め
の
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
が
遅
れ
て

し
ま
う
と
、
次
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル

の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
！

◎
国
民
健
康
保
険
税
が
さ
か
の
ぼ
っ
て

課
税
さ
れ
ま
す
。

◎
社
会
保
険
を
脱
退
し
、
保
険
証
が
な

い
ま
ま
病
院
に
か
か
っ
た
場
合
、
窓
口

で
支
払
う
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◎
す
で
に
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
て

も
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
脱
退
す
る
届

け
出
を
せ
ず
、
国
民
健
康
保
険
証
で
病

院
に
か
か
っ
た
場
合
、
後
日
医
療
費
の

返
還
を
求
め
ら
れ
ま
す
（
市
で
負
担
し

た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
）。
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